
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

裁
判
所
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
万
千
六
百
六
十
六
人
」
を
「
二
万
千
五
百
四
十
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

裁
判
所
の
事
務
を
合
理
化
し
、
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
等
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
減
少
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


